
鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領の一部改正について

１９生産第９４２４号

平成２０年３月３１日

農林水産省生産局長通知

改正 平成２１年３月３１日

平成２１年５月２９日

平成２２年４月１日

平成２３年４月１日

平成２４年４月６日

平成２５年５月１６日

平成２６年２月６日

平成２６年４月１日

平成２７年４月９日

平成２７年１０月１日

平成２８年４月１日

平成２９年３月３１日

平成２９年９月２９日

平成３０年２月１日

最終改正 平成３０年３月３０日

鳥獣被害防止総合対策交付金については、先に鳥獣被害防止総合対策交付金実施要

綱（平成20年３月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知）が定められた

ところであるが、その細部について、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領を別紙の

とおり一部改正したので、御了知願いたい。

なお、貴管下都府県知事に対しては貴職から通知するとともに、本事業の実施につ

き適切な御指導を願いたい。






















































































































































































































































































































































